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　本論は山口県立大学のFD及びSDの歩みをまとめ、試行錯誤で得たものと今後の課題について整理し、次に
つなげるための資料とすることを目的として編集した。平成11年のFDの努力義務化や平成19年のFD義務化を
受け、全学的に、また学部や研究科ごとにFDが開催されてきたところであるが、特に平成22年からは教育研
究推進室が設置され、全学的・組織的なFDの企画運営が進められてきている。また、平成18年の法人化後の
法人採用職員、いわゆるプロパー職員採用開始後には、人事グループにおいても職員を対象とする各種研修制
度やSD等も企画運営されるようになった。本論ではこのような軌跡、特に法人化後のFD・SD構築に向けた
プロセスを整理し、これまでの成果をふまえつつ、今後のOD（組織づくり）やPD（大学組織を担う人材づく
り）に向けての課題について考える一助とすることを目指した。

 This paper is compiled as reference material to look at the recent efforts made to establish Faculty and 
Staff Development Programmes  (FD, SD)  in Yamaguchi Prefectural University, with a view to  identify 
some problems and achievements: on  the basis of  this platform,  the next stage  for  the Organizational 
Development  (OD) and Professional Development  (PD)  can be  searched.  In 1999,  faculty development 
activities in the sense of Human Resource Management became an obligation to higher education in Japan. 
In 2005,  this obligation was shifted  to become duty. This  institution made efforts  to establish Faculty 
Development programmes  (FD) both at a University-wide  level as well  as at Faculty and Department 
levels. 
 Since 2010, a search for a more systematic way to plan and implement Faculty Development activities has 
been started in the newly established section for Educational and Research Development. After becoming 
an incorporated association to Yamaguchi Prefecture in 2006, the University started to employ Juridical 
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personnel,  the so-called Proper Staff  in Japanese. Human Recourses Development programmes  for staff 
members  (SD) were  initiated at  this  time,  including  induction courses and  in-service training. This paper 
focuses on this ten year process of trial and error. It  is hoped to find a way to  improve the organization 
as a whole as well as the  individual professionals who work there, both from the perspectives of Human 
Resource Management and career development.

はじめに―FDとSD
　平成11年にファカルティ・ディベロップメント
（FD）が努力義務になり16年が経つ。さらに平成
19年からは大学院において、平成20年からは学士課
程においてFDが義務化され、8年となる1）。文部科
学省によると、平成18年度においてFDを実施して
いる大学はすでに約9割にのぼっていたとされてお
り、現在では一科目における教員個人の授業改善レ
ベルから学部研究科における組織的な教育改善レベ
ル、さらには大学全体の教育改革のレベルまで様々
なFD活動が行われている。また、一大学の枠組み
を超え、大学間連携コンソーシアム等におけるFD
研修なども活発に行われている。
　文部科学省によると、FDとは「教員が授業内
容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の
総称。具体的な例としては、教員相互の授業参観の
実施、授業方法についての研究会の開催、新任教員
のための研修会の開催等を挙げることができる。な
お、大学設置基準等においては、こうした意味で
のFDの実施を各大学に求めているが、単に授業内
容・方法の改善のための研修に限らず、広く教育の
改善、更には研究活動、社会貢献、管理運営に関わ
る教員団の職能開発の活動全般を指すものとして
FDの語を用いる場合もある」とされている2）。す
なわち、ここには狭義のFDと広義のFDという2つ
の定義がみられる。教員個人のレベルで言えば、今
日では大学教員のキャリア・ディベロップメントに
関する議論が進み、ティーチング・ポートフォリオ
やアカデミック・ポートフォリオを作成し、教員の
教育研究能力を開発していく取り組みも進んでいる
3）。また、高等教育研究においては欧米の大学教員
のキャリア・ディベロップメントを参考に、初任者
研修や中堅教員向け研修、トップマネジメント研修
等のプログラム開発の必要性についても論じられて
いる。アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリ
ア等の諸外国では、教員が教員として育つためには
組織的・計画的な研修が必要であるという観点か
ら、FDやED（エデュケーショナル・ディベロップ
メント）、PD（プロフェッショナル・ディベロッ
プメント）、AD（アカデミック・ディベロップメ
ント）等、教員のキャリアアップが盛んに行なわれ
るようになっており、この流れは日本の高等教育に
も影響を与えつつある4）。

　一方、スタッフ・ディベロップメント（SD）と
は、「大学経営、教育研究活動の支援に関わる職
員の人材育成・資質向上のための取り組みの総称
（職能開発）」とされている5）。平成26年中央教育
審議会大学分科会の『大学ガバナンス改革の推進に
ついて（審議まとめ）』は学長の強いリーダーシッ
プのもとで教育改革を進めることを打ち出したも
のであるが、「「高度専門職」や事務職員に対し
ても、FDと同様の研修（スタッフ・ディベロップ
メント（SD））の機会を設け、ガバナンス改革に
ついて，全教職員の理解を促進すべきである」と
し、SDの義務化も検討されている6）。ここで示され
た「高度専門職」にはリサーチ・アドミニストレー
ター（URA）やインスティテューショナル・リ
サーチャー（IRer）、産学官連携コーディネーター、
アドミッション・オフィサー、カリキュラム・コー
ディネーターなどの幅広い専門性を有した大学職員
が想定されている。大学の業務が多様化するととも
に、教職協働で大学運営を行う業務も増えたことか
ら、教職員の職能開発についての議論が進んでいる。
　大学職員の職能開発について比較的早い時期か
ら議論されていたものに「大学アドミニストレー
ター」がある。現在では大学院の専門コースや履修
証明プログラム等が開設され、職員が中心となる学
会活動等も発展している。長くなるが、以下に文部
科学省の説明を引用する。大学アドミニストレー
ターとは、

　大学の管理運営に携わる上級職員のこと。アメ
リカでは、総務部長や財務部長など事務系管理職
のほか、学長をトップに副学長や学部長などもア
ドミニストレーターと呼ぶのが一般的であるが、
わが国では主として事務系管理職およびこれらを
支援する立場の事務職員を指して使うのが一般的
である。近年大学を巡る諸環境が変化する中で、
教授会・評議会を主軸にした教員中心の意思決定
システムの限界が認識されるようになり、学長・
副学長や部局長を支える事務系スタッフの役割を
重視しようとする動きがある。またその役割を果
たすためには、職員の資質を高め、かつ彼らの
学内での位置づけを正当に評価しなければならな
いという意見が強まっている。SD（スタッフ・
ディベロップメント）はこれらの動きの反映でも
ある。アドミニストレーターはSD等を経て育成
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された意欲と能力のある事務系職員のことであり、
今後の大学改革の中で大きな役割を果たすことが
期待されている7）。

以上のことから、今後も大学職員のキャリア・ディ
ベロップメントやキャリアアップについての議論が
ますます盛んになることが予想される。

1．本論の目的について
　山口県立大学においても全学的に、かつ学部や研
究科ごとにFDが開催されてきた。平成22年からは
教育研究推進室が設置され、全学的・組織的なFD
の企画運営が進められてきている。平成18年の法人
化後の法人採用職員、いわゆるプロパー職員採用開
始後には、人事グループにおいても職員を対象と
する各種研修制度やSD等も企画運営されるように
なった。そこで本論は，本学のFD及びSDの歩みを
まとめ、試行錯誤で得た成果と今後の課題について
整理し、次につなげるための資料とすることを目的
とする。

2．大学教員・職員のキャリアパス形成につい
て

　ここではまず、本学の教員・職員の立ち位置をみ
てみたい。文部科学統計要覧（平成26年度版）によ
ると8）、平成25年度における日本の大学数は782校
であり、国立大学86校、公立大学90校（公立大学協
会によると平成27年度の実数は86校）、私立大学
606校となっている。これに加えて短期大学が359校
ある（国立短大は0校、公立短大が19校、私立短大
が340校）。学生数は大学で約287万人、短大で約13

万8千人。公立大学に通う学生は約14万6千人で、大
学生の約5％となる。教員数は大学で約17万8千人、
短大で約8,600人おり、そのうち公立大学教員は約
12,800人、大学全体の約7.2％である。職員数は大学
で約21万人、短大で4,600人となっており、公立大
学職員は約14,000人、大学全体の約6.5％である。附
属病院等に勤務する医療系職員を除いた場合は、国
立大学職員約33,000人、公立大学職員約5,100人、私
立大学職員約61,000人となる（表１，表2参照）。
これらの教員・職員は、最高学府である「大学（ユ
ニバーシティー）」という限られた専門的職業に就
く者としての自覚と知識・スキルを有し、専門職を
養成する専門職としての高度なスキルをもつ者であ
るが、弁護士や医師などのような明確な資格や試験
はない。
　日本における大学教員・職員として求められる職
能開発に関する議論は始まったばかりである。教員
について言えば、アメリカ、イギリス、スランス、
ドイツ等において「教授」は大学教員の約20％であ
るが、日本では40％を超えている。一定の任期中の
業績を審査した上で終身雇用に移行するテニュア制
度（Tenure）がない点、大学設置基準で示された
大学教員の資格において博士の学位を研究業績や経
歴で代替できる点、研究のトレーニングは受けても
教育のトレーニングを受けずに教壇に立つ点等々、
課題が指摘されている（夏目他：2010年）。
　一方、職員については単に決められた事務的作業
を行うことにとどまらず、問題解決力や政策企画提
案力、マネジメント能力、先見性や情報収集・分析
力、高い目標へのチャレンジ力、実力主義の昇進制

 

 

表1　大学教員数（短大除く、文部科学統計要覧をもとに筆者作成）

表2　大学職員数（短大除く、文部科学統計要覧をもとに筆者作成）
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度や考える組織づくりなど、これからの高等教育の
未来を創り出す力を有する人材が求められ始めてい
る（山本:2002年，岩崎：2010年，篠田：2011年）。
欧米では、修士号以上をもつ大学職員が多く、高等
教育に関する高い専門的職業意識を持って業務にあ
たる傾向がある。
　これらを見ていくと、本学の教員ならびに職員一
人一人が、公立大学教員約12,800人、職員数（医療
系職員以外）約5,100人という非常に限られた人々
の中の「一人」であるという認識をもち、本学のみ
ならず公立大学という高等教育機関の業務を担う一
員であるという自覚と責任感をもって日々の職務に
当たることが必要であると考える。同時に、国内や
海外の高等教育機関の一員としての知識と専門性に
ついて視野を広め、自らのキャリアアップが自大学
や公立大学の質の向上や、ひいては高等教育という

分野の発展にもつながるといった高い意識をもって、
大学（ユニバーシティー）というアカデミックな場
に所属する誇りを持つ必要があると考える。

3．FDの取り組みと成果
　本学では平成18年度から年2回（9月と3月）全教
員を対象に全学FD研修会を開催してきた。平成21
年度まではFDの企画運営は学生支援部、教育研究
支援部、点検評価委員会によって担われていた。平
成22年度に事務組織の改編が行われ、教育研究の企
画立案能力を高めるため、学長直属の組織として教
育研究推進室が設置され、FDの企画運営を担うこ
ととなった。同時に教育研究推進室が中心となり、
総務管理部人事グループと協同してSDを開催する
こととなった。
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⑴ 全学FD（全員参加型）
　表3は平成22年度から平成25年度に開催した全学
FDの一覧である。全教員を対象とした研修会であ
り、事務職員の参加は任意となっていた。プログラ
ム内容は学長の意向を踏まえ、教育研究推進委員会
で審議し決定した。外部有識者等を招いた講演が中
心であり、他大学の先進的な取組や本学が抱える課
題を全学で共有できていたが、1日に渡る座学のた
め拘束時間に対する不満や、多様なニーズに対応で
きないなど、他の様々な形式の研修を求める意見も
多く寄せられていた。年2回の参加が義務化される
中で「やらされ感」を感じる教員が多いことも課題
であった。そこで、平成26年度からは、選択型の
FDで多様なプログラムを用意し、教職員の個別の
ニーズによって選べるように変更をした。学外から
の講師に加え、学内の先進的取り組みを行う教職員
を講師とすることで、教育改革が実際に身近な場で
起こっているという実感が得られるものに変えてい

る。平成22年から25年度にかけて行った研修の積み
重ねと記録、課題抽出と検討の結果が、今日の新た
な形をつくることにつながったのである。

⑵ 参加型FD
　表4は平成22年度から平成25年度に行った参加型
FDの一覧である。先にも述べた通りこの時期は年2
回の全学FDを行っており、これ以外のニーズに応
えるために希望者の任意の参加を募ったものである。
参加型FDのテーマや内容は教育研究推進プロジェ
クトチーム企画会議で検討し、教育研究推進委員会
の審議を経て決定していた。学内から各回登壇者を
選出し、話題を提供してもらった後に参加者全員が
ディスカッションを行う形式である。任意参加とい
うこともあり、参加者の満足度は高く、学内での学
術的な意見交換の場となった。一方で開催時期や時
間を固定化したことで、授業や会議等と重なり参加
したくてもできない者も多く、参加人数の減少とい
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18 00 19 30  

表4　参加型FD一覧（平成22～25年度）
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う課題を残した。平成26年度からは参加型FDの考
え方を、年1回の全学FDと選択制1回のFDに反映し
ている。

⑶ 全学FDと選択制FDの組み合わせへの移行
　平成26年度からは、上記⑴全学FD（全員参加
型）と⑵参加型FDの内容や実施方法について大幅
に見直すこととした。実施が必要なFDのカテゴ
リーとして、①教育、②研究、③地域貢献、④学生
支援、⑤国際化、⑥大学運営に分類し、教育研究推
進プロジェクトチームのメンバーを通じて各学科等
のニーズを拾い上げることとした。また、実施時期
等についても調査を行い、各学科等から出た意見を
踏まえて教育研究推進プロジェクトチーム企画会議

で案を作成し、教育研究推進委員会で審議の上で決
定する手順としている。平成26年度のプログラムは
表5のとおりである。教員はプログラムの中から計2
回以上参加することを要件とした。プログラムは座
学に加えグループワーク形式を多く導入し、多数の
プログラムを準備したことから、各教員が希望する
テーマを選択できるという点で満足度が高くなった。
　ここで顕著となってきたことは、15件中7件のプ
ログラムが教員のみを対象とするのではなく、事務
職員も対象とした「FD／SD」として開催されたと
いうことである。さらには、FDとして実施された
プログラムにも事務職員が参加しており、それらを
含めると半数以上のFDプログラムに事務職員が参
加している。特に、ティーチング・ポートフォリオ

  
 
 

 

 

表5　平成26年度FD・SDプログラム
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ワークショップには事務職員が3名参加し、スタッ
フ・ポートフォリオを作成している。

　課題としては、平成26年度から大幅にプログラム
内容や実施方法を見直したことから、実施時期や講
師の選定に時間がかかり、早い段階でスケジュール

を周知することが難しかったことがある。そこで平
成27年度からはできるだけ前年度中に企画を開始
し、新年度当初に参加の目安がつけやすいように配
慮している。また、プログラムを毎年度新しいもの
にするのではなく、大学が重要と考えるものや教員
のニーズが高いものについては複数年かけて開催し、

  
 
 

 

 

表5　平成26年度FD・SDプログラム
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いずれかの年度で参加できる仕組みを考えた。研修
の効果測定の方法については今後の課題である。

⑷ 研究支援
　本学の第2期中期計画（H24～H29）No.24「科研
費申請の促進」において、「全ての教員が科研費に
毎年申請し、その研究計画について当該申請の審査
機関から評価を受けることを目指す」としている。
これまでのところ申請者数は約8割に達しているが、
申請者数が伸びる一方で採択率が課題となっている。
科研費申請者数の推移と採択率の推移を見ると、3
年ごとに採択率の落ち込みが確認できる。採択率の
落ち込みの要因の一つは、科研費の採択実績がある
教員が継続課題を有しており、新たな申請をしない
ため採択者数が減少することにあった。採択実績の
ない教員が採択されるような支援が必要になること
から、従来の科研費申請ピアレビュー制度を見直し
た。
　科研費『Try Again!!』プロジェクトは、本学で
科研費の採択実績があり、他の教員の支援に協力し
た経験のある教員の協力を得て立ち上げたものであ
る。これは前年度科研費に申請したが不採択の結果
を受けた教員を対象とし、申請した研究計画書と審
査結果をもとに、メンターとの面談を通じて研究計
画書の内容を見直すというものである。従来の科研
費申請ピアレビュー制度との違いは、前年度に申請
した研究計画調書の改善案を練ることができる点で
ある。支援は6月からと早期のため、時間的にも余
裕がある。平成26年度は8名の応募者がおり、メン
ター3名に担当を依頼した。結果として8名からの
申請があり、実際に科研費に再応募した者は7名で
あった。この支援については、メンターとの対話か
ら自分の考えを整理し直すことができる点、研究経
験の短い研究者にとっては採択実績のある研究者か
ら直接指導を受ける機会が得られる点でメリットが
ある一方で、メンターの負担が大きいという課題も
残した。
　高度専門職員といわれるURAを複数名雇用し、
科研費研究計画調書作成の支援を行っている大学も
少なくない。平成26年度には本学においても人材派
遣により期間限定でURAの配置を検討した。URA
の配置には至らなかったが、試行的に科研費研究計
画調書のチェックを行う人材を1名雇用することと
した。あらかじめ作成したチェックリストを用いる
ことで、効率的に業務が推進できるようになった。
申請書確認に関する教員の満足度も高い結果となっ
ている。URAの雇用という点では期間限定ではな
く、特任の専門職員等として実績のある教職員を確
保するという方法を取っている大学もあり、本学に
おいても検討可能ではないかと考える。また、平成

27年度からは研究計画書の内容面について専門業者
に外部委託し、希望する教員には事前面談やスカイ
プ、メール等による相談ができる仕組みを導入した。
利用した教員の満足度は高い結果となっている。こ
のような工夫を継続しつつ、その効果を測定してい
く必要があると考える。

4．SDの取り組みと成果
　平成18年度の法人化により、第1期中期計画期間
中（平成18年度～23年度）において、事務局に勤務
する山口県からの派遣職員は計画的に引き揚げられ
ることとなった。平成20年度から大学運営を担う法
人採用事務職員が採用され、平成27年度には専任職
員32名中27名と8割を超えるまでになった。法人採
用事務職員は、いわば「大学のプロによる大学運営
を目指すもの」であったが、採用された職員の中で
大学での勤務経験を十分に有する者や高等教育マネ
ジメント等の専門教育を受けた者は少数であり、こ
れまでの職務内容や職種も様々であった。そこで、
大学職員として基本的に必要となる知識や技能、態
度等について一定の共通理解を図るため、平成22年
度から全ての専任職員に参加を義務づける全学SD
を毎年開催するとともに、自主研修制度や派遣研修
等、さまざまなSDを提供してきた。

⑴ 全学SDの開催：職員研修から教職協働へ
　これまでの開催実績は表6の通りである。
　表6をみると、事務職員としての基本的な研修か
ら大学職員としての研修へ、さらには教職協働で大
学づくりを行うための研修へと移行してきたことが
わかる。今後は、教員と職員の中間的な役割を担う
業務も増えることが予想されることから、教員・職
員間の垣根を低くしつつ、それぞれの高度専門職と
しての大学人育成や大学づくりに向けた研修が求め
られると考える。

⑵ 事務職員研修の企画運営
　本学の法人採用事務職員の新規採用において求め
る人材像は、以下の4つである。

・山口県立大学を愛し、山口県立大学で働きた
いという情熱のある人

・大学の一員としての誇りと使命を持ち、組織
目標の達成に向けて貢献することができる人

・常に業務の見直しや改善をしようとする意欲
を持ち、自ら考え自ら学び自ら進んで行動す
ることのできる人

・グローバル化に適切に対応でき、バランス感
覚や柔軟性に優れ、幅広い視点から多角的、
総合的に物事を判断することのできる人

　このような資質を備えた職員を採用し、さらなる
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表6　全学SD一覧（平成23～平成27年度）

能力伸長を図るため、事務職員自主研修制度や派遣
研修等を実施してきた。

① 事務職員自主研修制度
　平成20年度の法人採用事務職員の新規採用に伴い、
新たに設けられた職員研修の一つが事務職員自主研
修制度である。この制度は労務管理における職員提
案制度に近い、職員の自主的自発的な職務内容や関
心領域の拡大と、大学運営への企画提案を促進す
る目的としている。第1期中期計画期間内において
は法人採用事務職員の全てが3年間の任期付きで採
用され、その任期中、必ず一度は自主研修を実施し、
その報告内容は任期制から定年制に移行する際の参
考とするという制度でもあった。個人のみならずグ
ループでの申請も認められており、個人申請の場合
には年間最大10万円まで、グループの場合には年間
最大20万円までの助成金が交付される。また、グ
ループの構成員には、臨時・非常勤職員や、他大学
等の職員を含めることができる。
　制度が新設された平成20年度から3件（個人2件、
グループ2件）の申請があり、平成27年度において
も、個人1件、グループ2件、計3件の自主研修計画
が申請、実施されている。これまでに行われた自主

研修のテーマは、表7の通りである。

② 派遣研修
　法人採用事務職員が今後の大学づくりや大学運営
に携わるに当たって必要となるのは、自ら考え自ら
進んで行動するという意識や、課題を解決し政策を
形成する能力である。また、他の大学職員と交流し、
今後のネットワークづくりを図るためには学内での
研修参加のみならず、学外での研修会にも派遣する
ことが必要との考えから、主に以下の派遣研修が行
われてきた。
　まず、平成20年度に山口大学で開催された第2回
大学職員サミットやまぐちカレッジ2008に、第一期
採用の法人採用事務職員5名が業務として参加して
いる。当時はまだ法人採用事務職員数が少なく、事
務局内の各部署に分散して配置されていたこともあ
り、参加を通じて法人採用事務職員同士の結束を図
る目的もあった。平成23年度には、愛媛大学で開催
された四国地区大学教職員能力開発ネットワーク
（SPOD）フォーラム2011に職員3名が派遣されて
いる。平成24年度には、長崎大学で開催された第5
回大学人サミットながさきカレッジ2011に第三期採
用の法人採用事務職員6名が派遣されている。
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表7　自主研修のテーマ一覧（平成20～27年度）
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　次に、公益財団法人山口県ひとづくり財団主催の
研修への派遣がある。法人採用事務職員の勤続年数
の増加に伴い、職位ごとに求められる職責等につい
ての研修機会を創出したものである。また、これら
以外にも各種団体からの案内による研修にも業務に
応じて派遣している。さらに海外派遣がある。国際
化への対応という大学の理念に基づき、海外の学術
協定交流大学への派遣に法人採用事務職員が随行す
るとともに、語学・文化研修等への学生引率につい
ても様々な部署から法人採用事務職員を派遣し、国
際的な視野を広げる機会としている。
　なお、平成27年度には学外への職員派遣について
体系的に取り組むため、他大学等との交流の推進に
係る基本的方針が示されたところであり、今後はよ
り戦略的な職員派遣の実施が求められている。

③ 授業参観
　本学の教育研究機能において最も重要な役割を
担っている教育（授業）を体験することにより、本
学職員として職務を遂行する上で土台となる基本的
な認識と視点を得ることを目的として、平成20年度
からFDの一環として実施してきた授業参観を平成
23年度には職員にも対象を拡大して実施し、17名の
職員が参加した。

④ タイムマネジメント研修・業務効率化研修・所
属長研修

　平成25年度には組織的な課題であるタイムマネジ
メント能力向上を目的に、法人採用事務職員及び教
員管理職を対象にタイムマネジメント研修を3回実
施し、延べ56名が参加した。この研修は平成26年度
には研修の域を超え、業務改善・効率化推進という
取り組みという形となった。
　本学組織の特徴の一つとして、教員組織と職員
組織の融合が挙げられる。国内の他大学において
は、例えば、教員組織である「○○センター」には
「○○センター事務室」等の職員組織が存在してい
ることが一般的である。しかし、本学では「○○セ
ンター」の長である教員が事務職員の直属の上司と
なっている。教員管理職、つまり所属長は2年間の
任期で就任するため、初めて所属長になった管理職
教員が習得しておくべき知識等について、平成26年
度に所属長研修が開催されており、今後も管理職教
員・職員に対する大学管理・運営に関する研修が必
要である。

⑶ SDの課題
　大学の法人化と法人採用事務職員の増加に伴い、
これまでにない資質を有する人材が採用された。そ
の反面、事務職員の中に山口県職員としての共通項

（行動規範や公務員倫理等）がなくなったことによ
り仕事の進め方や判断基準が拡散し、多様な人材の
能力活用とチームワーク形成の両立という組織統制
の再構築が課題となった。このため、SDにおいて
はまずコミュニケーション力向上やチームワークと
して働く組織づくりを目標とした研修が実施されて
きた。しかし、日常業務における継続的な取り組み
を欠いた研修は、参加した職員からすると、チーム
ワークが働かない組織運営上の責任を職員に負わせ
るだけであり、「研修のための研修」との批判を受
けることにもつながった。職員同士として、自分と
異なる価値観を持って仕事をする仲間との協働に必
要となる姿勢づくりは、一過性の研修という手法を
通じては実現しにくい状況もある。
　解決策の一つは定期的な人事異動により、多角的
で総合的な視点を獲得する機会の創出である。また、
刻々と変わる高等教育に対応する組織改編等によっ
て、大学職員としての仕事における各自の権限と責
任の所在を明確にするとともに、ガバナンスが機能
するようなマネジメントができる人材へと育つため
の継続的な研修機会も必要である。大学が用意する
ものもあれば、個人的に人生のキャリアアップとし
て臨むべきものもある。研修のための研修ではなく、
研修を自らの成長のきっかけとする姿勢、それを職
員のモチベーションだけに期待しない実施体制や組
織的・継続的なサポートがあってはじめて、業務時
間中に担当業務ではなく、研修に従事する意味があ
ると言えよう。

5．FD・SDの今日的課題
⑴ FDの今日的課題
　学士課程においてFDの義務化を促した『学士課
程の構築に向けて（審議まとめ）』（中央教育審議
会：2010年）が挙げた課題の7つのうち、次のもの
が本学の課題であると考える。

・研究に比べ教育面の業績評価が不十分で、教
育力向上のインセンティブが働きにくい

・教学経営のPDCAのサイクルの中にFD活動が
位置づけられていない

・非常勤教員や非常勤職員への依存が高まる中
にあって、これらの教職員の職能開発に目が
向けられていない（pp37-38）。

　さらに、読売新聞の『大学の実力』調査（2008
年）が挙げた次の課題もあてはまると考える。

・個々の教員が他の教員の領域や教育方法に踏
み込みにくい、踏み込まない風土がある

・ＦＤの推進方法や成果把握の手法が未成熟
・ＦＤ推進のリーダーや専門家がいない

　国立大学では、教育改善を行う高等教育センター
などが設置され、専門教員や職員を配置して組織的
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な教育改善、教学経営、教育改革を進める基盤を整
備してきている。山田（2010年）は、国立大学86大
学中66大学（80.5％）で高等教育センター設置が確
認できたとしており、特に学生数4,000人以上の大
規模大学ではほとんどの大学がセンター設置を行っ
ているのに対し、4,000名以下で複数学部を有する
小規模大学では半数以下であったという。センター
を設置している大学においても、高等教育や狭義・
広義のFDの専門家を複数専従できている大学は少
ないことがわかっている。これよりさらに規模の小
さい公立大学、すなわち、全体の約8割が2,000人以
下の学生数が多数という公立大学の規模では、セン
ター設置には課題がある。山田（2010年）はまた、

・授業、カリキュラム、学士課程、教学という
異なったレベルの教育の質向上と学生の学び
の質保証に関するFD

・教員の職能開発やキャリア・ディベロップメ
ントに関する支援

・一大学の枠を超えて大学という業界全体で大
学教員の職能開発を行うしくみや、大学で取
り扱う学問の専門分野別に共同してFD開発を
行うしくみ

の3つが必要であるとしており、これも本学におけ
る今後の課題である。
　FDに関する全国の大学教員に向けた先行調査を
もとに、四国地区大学教職員能力開発ネットワーク
（SPOD）に加盟する32大学、1,721名の教員を対象
に行った調査結果では、国・公・私立という設置者
別のFDのニーズの違いを明らかにしている9）。参
加したいFDテーマ61項目中、国立大学の教員の選
択率が高かったのは「英語での教え方」「英文で
の研究論文の書き方」「英語での学会発表の仕方」
「大学院生の支援」「留学生の支援」であったが、
公立大学では「アクティブ・ラーニング」「批判的
思考力の育成」「研究資金の獲得方法」であった。
私立大学では学習に困難を覚える学生の指導などに
テーマが移っている。また、分野別の分析を一部抜
粋してまとめてみると、
①人文系：「プレゼンテーション・ソフトの使用
方法」「eラーニング教材の作成と活用方法」に関
する選択率が他の分野に比べて高く、ICTを活用し
た教育のニーズがある。「批判的思考力の育成」、
「コミュニケーション能力の育成」と合わせると、
学士力における汎用的能力の育成に関係するニーズ
がうかがえる。教員個人の能力開発支援に関わる研
修テーマの中では、「教育業績を記録する方法」に
関する選択率が他の分野に比べて高い。このことか
ら、ティーチング・ポートフォリオの作成に関する
ニーズがあると考えられる。
②社会系：「アクティブ・ラーニング」「ディス

カッション，ディベート」「批判的思考力の育成」
「ケース・スタディ」「協同学習，グループワーク、
TBL（Team-based  learning）」「少人数ゼミナー
ル」など、チームによる調査研究等の実践的な能力
養成に関するニーズが存在することがわかる。また
「初年次学生の支援」や「キャリア教育・就職指
導」など、学生支援に関するニーズも高いことが推
察される。
③保健系：学生支援の選択率が最も低く、教員個人
の能力開発支援が最も高い。特に「英語での論文の
書き方」「研究論文の書き方」の選択率が高い。ま
た「大学院生の支援」に対する選択率も他の分野に
比べて高い。授業に関わるニーズとしては「講義の
ための話し方」「試験問題の作り方」「配布資料の
作り方」の選択率が高く、講義形式の授業の中で医
療分野における最新の映像や写真を資料として使用
する場合の工夫に関するニーズが考えられる。
　以上の示唆は、本学のFDの課題と今後を考える
際の参考となる。

⑵ SDの今日的課題
　FDに比べるとSDの発展はここ数年のことである
が、これについても活発な議論が行われている。岩
崎（2010年）はSDの取り組みが不十分であったり、
取り組みに大学間で格差ができていることを課題と
しながら、私立大学への調査を踏まえ、職員は自ら
を教育サービスの向上や大学を支える人材として自
己認識をし、SDの必要性を強く感じている一方で、
現在のSDの効果を検証する手段がないことや時間
がないことを課題と感じていると述べている10）。課
題解決のためにはSDの意義や必要性について大学
全体として認識し、人事の人材育成プログラムとし
て取り組むべきとしている。
　岩崎（2012）はまた、公立大学の人事担当者に対
するアンケート調査やインタビュー調査等をもと
に、公立大学法人化後のプロパー職員増加をふまえ
SDに関する課題をまとめている11）。公立大学52大
学から回答を得た結果によると、SDの重要性につ
いては「人材育成の手段」（84.6%）、「円滑な業
務遂行」（76.9%）、「教員との協働体制の構築」
（38.5%）などが挙げられ、学内研修や外部研修・
セミナーの派遣が80％で、「学外出向」「大学院派
遣」は低かった。一方で、SDの効果については検
証されておらず、業務改善の見直しや職能開発につ
ながっているかわかっていない状況にある。効果が
見えるしくみとなっていないために、大学側として
は「費用の捻出」「適当な外部研修会がない」とい
う感覚をもち、職員側は「負担が大きい」や「時間
がない」という感覚を持つ現状にあると思われる。
これらのことから、公立大学法人では特にプロパー



― 84 ―

大学教職員の能力向上に向けて－山口県立大学のＦＤ・ＳＤ実践に関する報告－ 

表8　大学リテラシーの3点のうち、大学の本質の理解

　「大学リテラシー」 ： 大学組織の特性

①哲学的・思想的レ
ベル

出典：寺﨑（2010）
（大場：2014, p7より）

「大学理念・本質論」「学術研究と大学の関連」「大学の自律・自治」そ
の他

②教育学的レベル 「大学教育史」「教授・学習過程論」「カリキュラム研究」「大学管理運
営制度論」「教授・学習に係わる種々の内部制度研究」「比較高等教育制
度論」「大学政策」「大学関係法」「大学財政」「大学会計」「学生論」
「学生心理研究」「学生相談論」その他

③社会学的レベル 「大学組織論」「社会的ニーズと大学の関係」「アドミッション論・ディ
プロマ論」「大学改革の組織的研究」「評価論」その他

職員の職能開発が課題であり、従来の自治体からの
出向者に対する研修とは異なり、高等教育機関で実
績を積み、自らキャリア・ディベロップメントをす
るプロフェッショナルの育成が求められる時代と
なっている。
　大場（2014年）によると、「『IDE現代の高等教
育』は2000年以降現在まで「成長する大学職員」
（2011年11月，第535号）、「プロとしての大学職
員」（2010年8-9月，第523号）、「これからの大学
職員」（2008年4月，第499号）、「SD／大学職員
の能力開発」（2005年4月，第469号）、「大学の
SD」（2002年，第439号）といった五つの特集を組
んで」いる。大学基準協会によって2013年から出
されている『大学職員論叢』や大学行政管理学会
（1997年創設）及びそれに準ずる組織としての大学
マネジメント研究会（2005年創設当初は国立大学マ
ネジメント研究会）、大学教育学会、日本高等教育
学会等、職員論についての論文や報告書も数多く発
行されるようになっていると報告している12）。
　大学職員としての基礎力の上に、教学分野と経営
分野で必要な知識・能力が加わるとし、大学の本質
の理解・自校理解の形成・大学政策への理解の3点
を含めた「大学リテラシー」が必要という諸説をま
とめている。大学の本質の理解を構成する要素は表
8の通りであり、広範囲にわたる専門的知識が求め
られている。

⑶ 本学におけるFD・SDのこれから
　試行錯誤しながら実施してきた本学のFD・SDを
振り返ると、回を重ねるごとに課題や新たな研修
ニーズが発見されることとなった。例えば，FD・
SDの共同開催、教員向け研修と職員向け研修の重
なり度の大きさへの認識、SDと事務職員研修の重
複の解消等である。
　平成25年度には、総務管理部人事グループと教育
研究推進室において実施する研修内容の重複を解消

し体系的な実施に当たるため、教職員研修の目標を
「大学の教育研究の質の向上や業務運営の改善に向
け、教職員がその職責を全うする上で必要となる能
力、資質の向上を図る。」とした。そこで定めた教
職員研修の目標は次の3つであった。

・本学教職員の「知識」「技能」「姿勢」の3点
について、学習理論に基づく開発を行う。

・研修実施にあたっては学内において効果的な
研修を開催するとともに、本学の立地等に鑑
み、学外への派遣機会の創出を積極的に図る
ものとする。

・教職員がこれまでに修得した「知識」「技
能」「姿勢」について、外部環境の変化に対
応する必要に応じて、内容の更新や棄却を促
す。

　実施内容と担当部署は図１のように整理・統合さ
れている。今後は、さらにこれらの方針を見直し、
新たな高等教育の動きに対応する必要がある。本資
料がその基礎的な踏み台になればと願うものである。
　これまでのFD・SDの一つの到達成果が、平成
27年9月7日に教職協働をテーマに開催された全学
FD・SDである。初めて全学FDと全学SDを同時に
開催し、スマートフォンなどの携帯端末を使って双
方向のコミュニケーションができる授業支援システ
ム（もばくり）を用いながら教員と職員が一緒に話
し合い、山口県立大学教員・職員の行動指針（クレ
ド）の案となる「わたしたちが実行する約束事」を
作成した。各参加者から寄せられた「約束事」をま
とめたものを表9に示す。すべての教職員から出さ
れたキーワードをさらにまとめあげて言語化し、全
員で共有することが必要であると考える。

おわりに
　教員であれ職員であれ、高等教育で働く者にどの
ような専門性が必要なのだろうか。渡邉（2013年）
の指摘を引用する。
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図１　FD・SDの構造

沼上（2004）の定義によれば、「医者や弁護士、
会計士など、特定の領域で深く専門的な知識を保
有し、高度な判断力を有し、その専門職種固有の
仕事の作法が身についた人々をプロフェッショ
ナル（高度専門職業人）」という（沼上2004、 
p.112）。また沼上（2004）は、プロフェッショ
ナル人材を「通常、①社外の教育機関で長期にわ
たるトレーニングを積んでおり、②仕事のやり方
や成果に関して一定の基準を共有している」と特
徴づけている14）。

　渡邉はアメリカの大学職員のキャリアパス形成を
事例にしつつ、特に教学経営のマネジャーとなる層

においては、「特殊な知識やスキルに依存する人材
ではなく、広く組織全体を見渡すことが出来て、組
織全体にとって最適な意思決定や判断をおこなえる
人材（＝ゼネラリスト）」であることが求められ、
医師や弁護士等とは異なる汎用性が求められるとし
ている15）。
　教員も職員も当初は限られた範囲の業務で採用さ
れるが、教員の場合は委員会業務や職位の変化や部
局長への昇任といったキャリアパスを通して、職員
の場合はジョブローテーションや主事・主任・主
査・グループリーダー・部局長といった職位の変化
や昇任といったキャリアパスを通して、より高次の

表9　山口県立大学教員・職員の行動指針（７つのクレド案）
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知識や技術、自らや他者を管理しマネジメントする
能力やリーダーシップが求められるようになって
いく。FDやSDはそのようなキャリア育成を支援す
るツールである。組織が用意する研修制度を積極
的に活用するとともに、自らキャリア育成を主体
的に求めることも必要である。誰が（Who）何を
（What）どのように（How）という大学側の課題
もあるが、大きく変化する社会情勢のなかにあって、
個々の教員・職員が、本学が用意する各種プログラ
ムや制度以外にも、外部研修の案内などの意味を今
一度見直し、プロフェッショナルとしての自己をい
かに伸ばすかについて考える必要がある。
　教員数、職員数の多い国立大学や私立大学では
FD・SDの議論に触れ、協働や競争相手としての
同レベルの仲間たちやロールモデルを目にしつつ、
キャリア育成を磨き合う波にもまれる機会が多いが、
教職員数が限られ、学部学科数も少ない公立大学と
いう環境の中では壁もある。法人であっても、高等
教育よりも自治体という組織文化に影響されやすい
傾向もある。そのような壁をどう打破するか、まず
は公立大学のFD・SDについての議論を発展させる
必要がある。
　特に本学の組織文化に関しては、法人採用事務職
員の急増とそのほとんどが中途採用者であったとい
う実情を踏まえる必要がある。中原（2012年）によ
れば、中途採用者は即戦力としての社会的ラベルを
付与され、周囲からの支援が受けにくい中で、これ
まで培ってきた業務のやり方や経験のうち、現在の
組織においては通用しない業務のやり方、知識、信
念といったものを学習棄却する課題を抱えるという。
この「学習棄却課題」のほかにも、現在の組織にお
いて誰が重要な決定に関わっているかを見つける
「人脈学習課題」や、自らに求められる役割やどの
ように行動すればよいかという基準を探索する「評
価基準・役割学習課題」、担当業務を行うために必
要となる知識や技能を習得する「スキル課題」が存
在しているという16）。このような状態から、今後は
本学が競争的環境の中で優位性を発揮することを可
能とする組織の開発（Organization Development 
:OD）が重要になる。これまでFDとSDを中心に
語られることが多かった教職員研修についても、
FacultyやStaffという区分ではなく、人的資源開発
の取り組み（Professional Development:PD)として、
統合的に実施していくことが有効であると考えられ
る。いわゆる「学習する組織」17）をいかに構築する
かが大きな課題である。
　今後の取り組みにおいて、近年の教職員研修にか
かる取り組みを記録した本稿が一助となれば幸いで
ある。

注
1ファカルティ・ディベロップメントは「21世紀

の大学像と今後の改革方策について」（平成10年
10月26日大学審議会答申）を受けて、平成11年9
月14日より大学設置基準において努力義務となり、
「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院
教育の構築に向けて－」（平成17年9月5日中央教
育審議会答申）を受けて大学院設置基準において
義務化された（平成19年4月1日より施行）。大学
設置基準第25条の2「大学は、当該大学の授業の
内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及
び研究の実施に努めなければならない。」大学院
設置基準第14条の3「大学院は，当該大学院の授
業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るた
めの組織的な研修及び研究を実施するものとす
る。」

2文部科学省用語集より。
h t t p : / /www .m e x t . g o . j p / c omp o n e n t /
b _m e n u / s h i n g i / t o u s h i n / _ _ i c s F i l e s /
afieldfile/2012/10/04/1325048_3.pdf#search=%27
%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD
%A6%E7%9C%81%E7%94%A8%E8%AA%9E%E
9%9B%86%27（2015年11月30日取得）

3ティーチング・ポートフォリオは1980年代にカ
ナダで用いられ、1990年代にアメリカを含めて急
速に広がり、日本では『学士課程の構築に向け
て』（文部科学省，2008年）で取り上げられて以
降、導入や活用が促進されている。「自らの教育
活動について振り返り、自らの言葉で記し、多様
なエビデンスによってこれらの記述を裏づけた教
育業績についての厳選された記録」をさす。独立
行政法人大学評価・学位授与機構『評価結果を教
育研究の質の改善・向上に結びつける活動に関す
る調査研究会報告書』2009年　p1より。一方、ア
カデミック・ポートフォリオは「研究や教育、研
究、サービス活動（社会貢献・管理運営等）の業
績についての自己省察による記述部分およびその
記述を裏付ける根拠資料の集合体であり、教員の
最も重要な成果に関する情報をまとめた記録」で
あるとされている。北野健一他「「日本型」アカ
デミック・ポートフォリオ－日本初の単一高等教
育機関における作成ワークショップを開催して
－」大阪府立大学工業高等専門学校
http://www.ct.osakafu-u.ac.jp/~at_maeda/new/
news8.pdf#search=%27%E3%82%A2%E3%82%A
B%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82
%AF%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E
3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA
%E3%82%AA%27（2015年11月30日取得）

4土持ゲーリー法一『諸外国におけるFD/SDの現
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状報告　ICED，FD/SDディベロパー、アカデ
ミックポートフォリオを中心に』
http://www.hirosaki-u.ac.jp/jimu/gakumu/
fd/20/06.pdf#search=%27FD+ED%27（2015年11
月30日取得）

5大学基準協会　『2013（平成25）年度「大学評
価」結果報告書』用語集より。
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/
pdf/result/university/2013/h23uni_furoku.pdf#
search=%27%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7
%91%E5%AD%A6%E7%9C%81%E7%94%A8%E
8%AA%9E%E9%9B%86%27（2015年11月30日取
得）

6中央教育審議会大学部会『大学ガバナンス改革の
推進について（審議まとめ）』 平成26年2月12日
　p.35より。

7前掲2に同じ。
8文部科学統計要覧（平成26年度版）

h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / b _ m e n u /
toukei/002/002b/1349641.htm（2015年11月30日
取得）

9城間祥子、大竹奈津子、佐藤浩章、山田剛史、吉
田 博、俣野秀典　「大学、短大、専教員の研修
ニーズとFDの課題」『大学教育研究ジャーナ
ル』第10号　徳島大学　2013年。

10）岩崎保道「大学職員のSDの必要性と課題」『大
学教育年報』 第6号 佐賀大学高等教育開発セン
ター　2010年3月　pp.43-51.

11）岩 崎 保 道 「 公 立 大 学 に お け る S D （ S t a f f 
Development）の現状」　『関西大学高等教育』
　第3号　2012年　pp.105-116
http://www.kansai-u.ac.jp/ctl/activity/pdf/kiyo_
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